
 

 

議案第５５号 

 

山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年６月２日提出 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二   

 

   山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

山陽小野田市手数料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条例第９０号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第１項及び第３項中「並びに別表第１０」を「、別表第１０及び別表

第１１並びに別表第１３」に改める。 

別表第１２を次のように改める。 

別表第１２ 削除 

     附 則 

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。 
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議案第５５号参考資料 

山陽小野田市手数料徴収条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（手数料の名称等） （手数料の名称等） 

第２条 市が徴収する手数料の名称、事務及び金額は、別表

第１から別表第５まで、別表第７及び別表第８、別表第

１０及び別表第１１並びに別表第１３から別表第１９まで

に定めるとおりとする。 

第２条 市が徴収する手数料の名称、事務及び金額は、別表

第１から別表第５まで、別表第７及び別表第８並びに別表

第１０から別表第１９までに定めるとおりとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 手数料は、別表第１から別表第５まで、別表第７及び別

表第８、別表第１０及び別表第１１並びに別表第１３から

別表第１９までに定めがあるもののほか、１申請又は１請

求を１件としてこれを徴収する。 

３ 手数料は、別表第１から別表第５まで、別表第７及び別

表第８並びに別表第１０から別表第１９までに定めがある

もののほか、１申請又は１請求を１件としてこれを徴収す

る。 

 

別表第１２ 削除 別表第１２（第２条関係） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下この表

において「法」という。）に関する事務 
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  名称 事務 金額 

１ 個人番号カー

ドの再交付手

数料 

法第２条第７項に規

定する個人番号カー

ドの再交付（追記領

域の余白がなくなっ

た場合、個人番号又

は住民票コード変更

により返納した場

合、国外転出により

返納した場合その他

再交付がやむを得な

いものとして市長が

認める場合の再交付

を除く。） 

１枚につき８００円 

 


